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冒頭会社側の出席者について指摘！！  

 

 

 

回答・・・箇所の状況を踏まえ、業務に支障のない場所を指定したものである。 

その２へ続く 
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No. 216 
 

 

回答・・・「労使間の取扱いに関する協約」（令和２年５月１５日）に則り取り扱っているところ

である。 

 

回答・・・掲示板設置について必要な説明を行っている。 

  

その３へ続く 
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2 0 2 1 . 2 . 1 2 

No. 216 
 

 

 

 

回答・・・箇所の状況を踏まえ、業務に支障のない場所を指定したものである。 

回答・・・掲示板について必要な説明を行っている。 

  

その４へ続く 
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回答・・・箇所の状況を踏まえ、業務に支障のない場所を指定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

回答・・・「労使間の取扱いに関する協約」（令和２年５月１５日締結）に則り取り扱っていると

ころである。 

  

その５へ続く 



 JTSU-E 

2 0 2 1 . 2 . 1 2 

No. 216 
 

 

 

回答・・・箇所の状況を踏まえ、業務に支障のない場所を指定したものである。 

回答・・・「労使間の取扱いに関する協約」（令和２年５月１５日締結）に則り取り扱っていると

ころである。 

回答・・・「労使間の取扱いに関する協約」（令和２年５月１５日締結）に則り取り扱っていると

ころである。 
 

回答・・・「労使間の取扱いに関する協約」（令和２年５月１５日締結）に則り取り扱っていると

ころである。 

  

その６へ続く 
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